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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の管理環境にそれぞれ割り当てて使用される複数の車両の劣化状態を管理する管理
システムであって、
　各車両の車両情報に基づいて、各管理環境における車両の劣化傾向を演算する劣化傾向
演算手段と、
　前記各管理環境の劣化傾向に基づいて、車両の割り当てを維持したまま所定の管理目標
時期に達したときの各車両の劣化予測値を演算する予測値演算手段と、
　前記各管理環境の劣化傾向と前記各車両の劣化予測値とに基づいて、各管理環境に割り
当てられていた車両の入れ替えを判定する入替判定手段とを有し、
　前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向の管理環境に劣化予測値の大きな車両を割り
当てる一方、劣化し易い劣化傾向の管理環境に劣化予測値の小さな車両を割り当てること
を特徴とする管理システム。
【請求項２】
　請求項１記載の管理システムにおいて、
　前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向の管理環境から劣化し易い劣化傾向の管理環
境にかけて、劣化予測値の大きな車両から劣化予測値の小さな車両を順番に割り当てるこ
とを特徴とする管理システム。
【請求項３】
　請求項１または２記載の管理システムにおいて、
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　前記入替判定手段に従い車両を入れ替えてから前記管理目標時期に達するまでの各車両
の劣化推移を予測する劣化推移予測手段と、
　前記各車両の劣化推移の分散状態に基づいて、次の入替時期を設定する入替時期設定手
段とを有することを特徴とする管理システム。
【請求項４】
　管理環境が異なる複数の電動車両にそれぞれ割り当てて使用される複数の蓄電デバイス
の劣化状態を管理する管理システムであって、
　各蓄電デバイスの使用情報に基づいて、各管理環境における蓄電デバイスの劣化傾向を
演算する劣化傾向演算手段と、
　前記各管理環境の劣化傾向に基づいて、蓄電デバイスの割り当てを維持したまま所定の
管理目標時期に達したときの各蓄電デバイスの劣化予測値を演算する予測値演算手段と、
　前記各管理環境の劣化傾向と前記各蓄電デバイスの劣化予測値とに基づいて、各管理環
境の電動車両に割り当てられていた蓄電デバイスの入れ替えを判定する入替判定手段とを
有し、
　前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向を備える管理環境の電動車両に劣化予測値の
大きな蓄電デバイスを割り当てる一方、劣化し易い劣化傾向を備える管理環境の電動車両
に劣化予測値の小さな蓄電デバイスを割り当てることを特徴とする管理システム。
【請求項５】
　請求項４記載の管理システムにおいて、
　前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向を備える管理環境の電動車両から劣化し易い
劣化傾向を備える管理環境の電動車両にかけて、劣化予測値の大きな蓄電デバイスから劣
化予測値の小さな蓄電デバイスを順番に割り当てることを特徴とする管理システム。
【請求項６】
　請求項４または５記載の管理システムにおいて、
　前記入替判定手段に従い蓄電デバイスを入れ替えてから前記管理目標時期に達するまで
の各蓄電デバイスの劣化推移を予測する劣化推移予測手段と、
　前記各蓄電デバイスの劣化推移の分散状態に基づいて、次の入替時期を設定する入替時
期設定手段とを有することを特徴とする管理システム。
【請求項７】
　請求項３または６記載の管理システムにおいて、
　前記入替時期設定手段は、前記管理目標時期までの残存期間を加味して次の入替時期を
設定することを特徴とする管理システム。
【請求項８】
　請求項７記載の管理システムにおいて、
　前記入替時期設定手段は、利用者によって設定される重み係数を用いて、前記劣化推移
の分散状態と前記管理目標時期までの残存期間とに重み付けを行うことを特徴とする管理
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の車両または蓄電デバイスの劣化状態を管理する管理システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　複数の車両を取り扱うカーリース業、カーシェアリング業、レンタカー業、運送業等に
おいては、複数の車両の劣化状態を管理することが重要となっている。例えば、レンタカ
ー業において、定期点検時期に部品消耗時期を同期させるように配車を指示するシステム
が提案されている(例えば、特許文献１参照)。このシステムは、推定される消耗部品の交
換予定時期と予め設定される定期点検時期との差を余裕度として算出し、この余裕度の高
い車両を余裕度の低い車両よりも優先的に貸し出すようにしている。これにより、定期点
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検に消耗部品の交換時期を合わせることができ、定期点検時に消耗部品をまとめて交換す
ることができるため、交換作業の無駄を省いて車両の稼働率を向上させることが可能とな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２４５３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されたシステムは、個々の車両の劣化状態を定期点検
時期に合わせて管理するものであり、複数の車両の劣化状態を総合的に管理するものでは
なかった。例えば、法人向けのカーリース業においては、複数の車両を一度に貸し出すこ
とが一般的であるが、個々の利用者によって使用環境が大きく異なることから、リース期
間満了時における車両の劣化状態に大きなバラツキが生じることも考えられる。このよう
に、車両毎の劣化状態に大きなバラツキが生じることは、リース車両が効率良く使用され
ていないばかりか、リース車両の資産価値を大きく変動させる要因となるため、好ましい
ものではなかった。特に、リース車両が電動車両である場合には、使用状況によって劣化
状態が大きく変動する蓄電デバイスを搭載していることから、複数の車両の劣化状態を総
合的に管理することが重要となっている。
【０００５】
　本発明の目的は、複数の車両や蓄電デバイスを使用する際における劣化状態のバラツキ
を抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の管理システムは、複数の管理環境にそれぞれ割り当てて使用される複数の車両
の劣化状態を管理する管理システムであって、各車両の車両情報に基づいて、各管理環境
における車両の劣化傾向を演算する劣化傾向演算手段と、前記各管理環境の劣化傾向に基
づいて、車両の割り当てを維持したまま所定の管理目標時期に達したときの各車両の劣化
予測値を演算する予測値演算手段と、前記各管理環境の劣化傾向と前記各車両の劣化予測
値とに基づいて、各管理環境に割り当てられていた車両の入れ替えを判定する入替判定手
段とを有し、前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向の管理環境に劣化予測値の大きな
車両を割り当てる一方、劣化し易い劣化傾向の管理環境に劣化予測値の小さな車両を割り
当てることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の管理システムは、前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向の管理環境から劣
化し易い劣化傾向の管理環境にかけて、劣化予測値の大きな車両から劣化予測値の小さな
車両を順番に割り当てることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の管理システムは、前記入替判定手段に従い車両を入れ替えてから前記管理目標
時期に達するまでの各車両の劣化推移を予測する劣化推移予測手段と、前記各車両の劣化
推移の分散状態に基づいて、次の入替時期を設定する入替時期設定手段とを有することを
特徴とする。
【０００９】
　本発明の管理システムは、管理環境が異なる複数の電動車両にそれぞれ割り当てて使用
される複数の蓄電デバイスの劣化状態を管理する管理システムであって、各蓄電デバイス
の使用情報に基づいて、各管理環境における蓄電デバイスの劣化傾向を演算する劣化傾向
演算手段と、前記各管理環境の劣化傾向に基づいて、蓄電デバイスの割り当てを維持した
まま所定の管理目標時期に達したときの各蓄電デバイスの劣化予測値を演算する予測値演
算手段と、前記各管理環境の劣化傾向と前記各蓄電デバイスの劣化予測値とに基づいて、
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各管理環境の電動車両に割り当てられていた蓄電デバイスの入れ替えを判定する入替判定
手段とを有し、前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向を備える管理環境の電動車両に
劣化予測値の大きな蓄電デバイスを割り当てる一方、劣化し易い劣化傾向を備える管理環
境の電動車両に劣化予測値の小さな蓄電デバイスを割り当てることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の管理システムは、前記入替判定手段は、劣化し難い劣化傾向を備える管理環境
の電動車両から劣化し易い劣化傾向を備える管理環境の電動車両にかけて、劣化予測値の
大きな蓄電デバイスから劣化予測値の小さな蓄電デバイスを順番に割り当てることを特徴
とする。
【００１１】
　本発明の管理システムは、前記入替判定手段に従い蓄電デバイスを入れ替えてから前記
管理目標時期に達するまでの各蓄電デバイスの劣化推移を予測する劣化推移予測手段と、
前記各蓄電デバイスの劣化推移の分散状態に基づいて、次の入替時期を設定する入替時期
設定手段とを有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の管理システムは、前記入替時期設定手段は、前記管理目標時期までの残存期間
を加味して次の入替時期を設定することを特徴とする。
【００１３】
　本発明の管理システムは、前記入替時期設定手段は、利用者によって設定される重み係
数を用いて、前記劣化推移の分散状態と前記管理目標時期までの残存期間とに重み付けを
行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、各管理環境の劣化傾向と各車両の劣化予測値とに基づいて、各管理環
境に割り当てられた車両を入れ替えるようにしたので、車両の劣化状態のバラツキを抑制
することが可能となる。また、車両を入れ替えた後の劣化推移の分散状態に基づいて、次
の入替時期を設定するようにしたので、適切なタイミングで車両を入れ替えることが可能
となる。
【００１５】
　本発明によれば、各管理環境の劣化傾向と各蓄電デバイスの劣化予測値とに基づいて、
各管理環境の電動車両に割り当てられた蓄電デバイスを入れ替えるようにしたので、蓄電
デバイスの劣化状態のバラツキを抑制することが可能となる。また、蓄電デバイスを入れ
替えた後の劣化推移の分散状態に基づいて、次の入替時期を設定するようにしたので、適
切なタイミングで蓄電デバイスを入れ替えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態である管理システムの構成を示す説明図である。
【図２】管理システムによって管理される車両の構成を示すブロック図である。
【図３】管理サーバの構成を示すブロック図である。
【図４】車両の入替手順を説明する説明図である。
【図５】車両の入替手順を説明する説明図である。
【図６】車両の入替手順を説明する説明図である。
【図７】車両の入替結果を示す説明図である。
【図８】車両入替手順の一例を示すフローチャートである。
【図９】車両入替処理のシミュレーション結果を示す説明図である。
【図１０】車両入替処理のシミュレーション結果を示す説明図である。
【図１１】車両入替処理のシミュレーション結果を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は本発明の一実施の
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形態である管理システム１０の構成を示す説明図である。図１には適用形態の一例として
法人向けのカーリース業に適用した管理システム１０が示されている。各営業所には電動
車両Ｅｖ(以下、車両という)が貸し出されており、これら車両Ｅｖの劣化状態が管理シス
テム１０によって管理されている。そして、所定の入替時期に達したときには、管理シス
テム１０から各営業所に対して配車指示が行われ、この配車指示に従って営業所間におけ
る車両Ｅｖの入れ替えが実施される。このように、管理システム１０にからの配車指示に
従って営業所間の車両Ｅｖを入れ替えることにより、リース期間満了時(管理目標時期)に
おける各車両Ｅｖの劣化状態の均一化を図るようにしている。
【００１８】
　図１に示すように、走行距離等の車両情報が各車両Ｅｖから所定の基地局１１に向けて
送信される。これらの車両情報は、基地局１１からインターネットや専用回線等の通信網
１２を介してデータセンタ内の管理サーバ１３に送信される。管理サーバ１３は、車両情
報に基づいて個々の車両Ｅｖの劣化状態を演算した後に、劣化状態に基づいて営業所間に
おける車両Ｅｖの入れ替えを決定する。管理サーバ１３によって決定された入替車両等の
配車情報は、管理サーバ１３から通信網１２を介して各営業所内の情報端末１４に送信さ
れる。そして、情報端末１４に送信された配車情報に基づいて、営業所間における車両Ｅ
ｖの入れ替えが行われることになる。以下、車両Ｅｖおよび管理サーバ１３の構成を説明
するとともに、車両Ｅｖの入替手順について説明する。
【００１９】
　図２は管理システム１０によって管理される車両Ｅｖの構成を示すブロック図である。
図２に示すように、車両Ｅｖには駆動源としてモータジェネレータ２０が搭載されている
。モータジェネレータ２０には、モータ回転数を検出する回転数センサ２１、モータトル
クを検出するトルクセンサ２２、モータ温度を検出する温度センサ２３等が取り付けられ
ている。また、モータジェネレータ２０の駆動状態を制御するモータ制御ユニット２４が
設けられており、このモータ制御ユニット２４には、前述した各種センサ２１～２３から
、モータ回転数、モータトルク、モータ温度等の車両情報が送信されている。
【００２０】
　また、車両Ｅｖにはモータジェネレータ２０に電力を供給する高電圧バッテリ(蓄電デ
バイス)２５が搭載されている。高電圧バッテリ２５には、バッテリ電圧を検出する電圧
センサ２６、バッテリ電流を検出する電流センサ２７、バッテリ温度を検出する温度セン
サ２８等が取り付けられている。また、高電圧バッテリ２５の充放電状態を制御するバッ
テリ制御ユニット２９が設けられており、このバッテリ制御ユニット２９には、前述した
各種センサ２６～２８から、バッテリ電圧、バッテリ電流、バッテリ温度等の車両情報が
送信されている。
【００２１】
　さらに、車両Ｅｖには車両全体を統括的に制御するＥＶ制御ユニット３０が設けられて
いる。ＥＶ制御ユニット３０には、アクセルペダルの操作状況を検出するアクセルペダル
センサ３１、ブレーキペダルの操作状況を検出するブレーキペダルセンサ３２等が接続さ
れている。そして、ＥＶ制御ユニット３０には、アクセルペダルやブレーキペダルの操作
状況等の車両情報が送信されている。
【００２２】
　これら各制御ユニット２４，２９，３０に取り込まれた各種車両情報は、車両Ｅｖに搭
載された通信端末３３から基地局１１に送信される。また、通信端末３３はＧＰＳ衛星３
４からの電波の受信機能を備えており、全地球測位システム(ＧＰＳ)を利用して車両Ｅｖ
の位置情報を割り出すことが可能となっている。このＧＰＳから得られる位置情報や速度
情報等も車両情報として通信端末３３から基地局１１に対して送信される。なお、通信端
末３３と基地局１１との無線通信には携帯電話や無線ＬＡＮ等を用いることが可能である
が、例えば車両Ｅｖに対して図示しない充電ケーブルを接続した際に有線通信によって車
両情報を送信しても良い。また、車両Ｅｖから基地局１１に対して車両情報をリアルタイ
ムで送信しても良く、所定のタイミングで車両情報をまとめて送信しても良い。
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【００２３】
　図３は管理サーバ１３の構成を示すブロック図である。なお、以下の説明においては、
貸し出し条件を単純化して発明の理解を容易にするため、４箇所に設置される営業所のそ
れぞれに対して１台の車両が貸し出されるものとする。また、各営業所に対する車両のリ
ース期間は３６ヶ月であり、リース開始から５ヶ月間は車両の入れ替えを禁止し、車両を
入れ替えるか否かの判定は１ヶ月毎に行うものとする。
【００２４】
　図３に示す管理サーバ１３は一般的なサーバコンピュータであり、この管理サーバ１３
には演算装置や記憶装置等が設けられている。管理サーバ１３の演算装置には所定のプロ
グラムが組み込まれており、管理サーバ１３内には、入力部４０、アクセス制御部４１、
時期判定部４２、劣化値演算部４３、劣化傾向演算部４４、最終劣化値予測部４５、入替
車両設定部４６、劣化推移予測部４７、評価関数演算部４８、入替時期設定部４９、出力
部５０が構築されている。また、管理サーバ１３の記憶装置内にデータ記憶部５１が構築
されている。
【００２５】
　図３に示すように、車両から通信網１２を介して送信される各種車両情報は、入力部４
０からアクセス制御部４１を介してデータ記憶部５１に書き込まれる。そして、時期判定
部４２は、所定の判定期間毎(１ヶ月毎)に、予め設定された入替禁止期間(リース開始か
ら５ヶ月)を経過したか否かを判定する。時期判定部４２によって入替禁止期間を経過し
たと判定された場合、つまり予め設定される第１回目(６ヶ月目)の車両入替時期に達した
と判定された場合には、データ記憶部５１から所定期間分(過去５ヶ月分)の車両情報が劣
化値演算部４３に出力される。劣化値演算部４３は車両情報に基づいて所定期間分(過去
５ヶ月分)の劣化値を演算する。車両の劣化状態を示す劣化値は、高電圧バッテリ２５の
充電電力総量と放電電力総量との和の関数、高電圧バッテリ２５のバッテリ温度の関数、
高電圧バッテリ２５の内部抵抗値の関数、高電圧バッテリ２５の最大電圧値と最小電圧値
との差の関数、モータジェネレータ２０に対する供給電流当たりの出力トルクの関数、モ
ータジェネレータ２０の回生電力総量と消費電力総量との和の関数、車両の走行距離の関
数等として演算される。
【００２６】
　そして、劣化値演算部４３から所定期間分(過去５ヶ月分)の劣化値が劣化傾向演算部(
劣化傾向演算手段)４４に出力される。この劣化傾向演算部４４は、所定期間分の劣化値
に基づいて、各営業所の管理環境における劣化傾向を演算する。すなわち、劣化傾向演算
部４４によって演算された劣化傾向は、各車両が割り当てられていた各営業所の管理環境
が、劣化を招き易い管理環境であるか劣化を招き難い管理環境であるかを示している。
【００２７】
　また、最終劣化値予測部(予測値演算手段)４５には、劣化傾向演算部４４から各営業所
の劣化傾向が入力されるとともに、劣化値演算部４３から各車両における直近の劣化値(
５ヶ月目の劣化値)が入力される。最終劣化値予測部４５は、各営業所の劣化傾向と各車
両の直近の劣化値とに基づいて、車両を入れ替えなかった場合のリース期間満了時(３６
ヶ月目)における劣化予測値を演算する。すなわち、最終劣化値予測部４５によって演算
された劣化予測値は、各営業所に対する車両の割り当てを維持し続けたときの最終的な劣
化状態を示している。
【００２８】
　さらに、入替車両設定部(入替判定手段)４６には、劣化傾向演算部４４から各管理環境
の劣化傾向が入力されるとともに、最終劣化値予測部４５から各車両の劣化予測値が入力
される。そして、入替車両設定部４６は、最も劣化し難い劣化傾向の管理環境から最も劣
化し易い劣化傾向の管理環境にかけて、劣化予測値の大きな車両から劣化予測値の小さな
車両を順番に割り当てるように入替車両を設定する。すなわち、劣化し難い管理環境に対
して劣化予測値の大きな車両を割り当てる一方、劣化し易い管理環境に対して劣化予測値
の小さな車両を割り当てるように入替車両を設定する。そして、入替車両設定部４６から
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の配車情報は出力部５０から通信網１２を介して各営業所の情報端末１４に出力され、各
営業所においては配車情報に従って車両の入れ替えが実施される。
【００２９】
　以下、これまで説明した第１回目(６ヶ月目)の車両入替までの手順を具体的に説明する
。ここで、図４～図６は車両の入替手順を説明する説明図であり、図７は車両の入替結果
を示す説明図である。なお、図７に示すように、リース開始時には、第１営業所に車両Ｅ
ｖ１が割り当てられ、第２営業所に車両Ｅｖ２が割り当てられ、第３営業所に車両Ｅｖ３
が割り当てられ、第４営業所に車両Ｅｖ４が割り当てられている。
【００３０】
　図４に実線で示すように、劣化傾向演算部４４によって、過去の車両情報から各営業所
における劣化傾向Ａ１～Ａ４が演算される。ここで、劣化傾向Ａ１は車両Ｅｖ１の車両情
報に基づき求められ、第１営業所の管理環境における劣化傾向を示している。劣化傾向Ａ
２は車両Ｅｖ２の車両情報に基づき求められ、第２営業所の管理環境における劣化傾向を
示している。劣化傾向Ａ３は車両Ｅｖ３の車両情報に基づき求められ、第３営業所の管理
環境における劣化傾向を示している。同様に、劣化傾向Ａ４は車両Ｅｖ４の車両情報に基
づき求められ、第４営業所の管理環境における劣化傾向を示している。図示する場合には
、劣化傾向Ａ１、劣化傾向Ａ２、劣化傾向Ａ３、劣化傾向Ａ４の順番に、増加する劣化値
の傾きが緩やかになっている。したがって、第１営業所、第２営業所、第３営業所、第４
営業所の順番に、車両を劣化させ易い管理環境から車両を劣化させ難い管理環境となって
いることが判断される。なお、図４において、符号Ｂ１は５ヶ月目における車両Ｅｖ１の
劣化値を示し、符号Ｂ２は５ヶ月目における車両Ｅｖ２の劣化値を示し、符号Ｂ３は５ヶ
月目における車両Ｅｖ３の劣化値を示し、符号Ｂ４は５ヶ月目における車両Ｅｖ４の劣化
値を示している。
【００３１】
　続いて、図４に一点鎖線で示すように、最終劣化値予測部４５によって、各営業所の劣
化傾向Ａ１～Ａ４と、各車両の直近の劣化値Ｂ１～Ｂ４とに基づき、車両を入れ替えなか
った場合のリース期間満了時(３６ヶ月目)における劣化予測値Ｃ１～Ｃ４が演算される。
ここで、劣化予測値Ｃ１は車両Ｅｖ１の劣化予測値であり、劣化予測値Ｃ２は車両Ｅｖ２
の劣化予測値であり、劣化予測値Ｃ３は車両Ｅｖ３の劣化予測値であり、劣化予測値Ｃ４
は車両Ｅｖ４の劣化予測値である。このような劣化予測値Ｃ１～Ｃ４から、車両を入れ替
えなかった場合における各車両の劣化順位が予測される。図示する場合には、劣化予測値
Ｃ１、劣化予測値Ｃ２、劣化予測値Ｃ３、劣化予測値Ｃ４の順番に、劣化値が小さくなっ
ている。したがって、車両を入れ替えなかった場合には、第１営業所に割り当て続けられ
た車両Ｅｖ１が最も劣化し、第４営業所に割り当て続けられた車両Ｅｖ４が最も劣化しな
いことが判断される。
【００３２】
　次いで、入替車両設定部４６によって、最も劣化し難い劣化傾向Ａ４の第４営業所から
最も劣化し易い劣化傾向Ａ１の第１営業所にかけて、大きな劣化予測値Ｃ１の車両Ｅｖ１
から小さな劣化予測値Ｃ４の車両Ｅｖ４が順番に割り当てられる。すなわち、第１営業所
には車両Ｅｖ４が新たに割り当てられ、第２営業所には車両Ｅｖ３が新たに割り当てられ
、第３営業所には車両Ｅｖ２が新たに割り当てられ、第４営業所には車両Ｅｖ１が新たに
割り当てられる。そして、入替車両設定部４６からの配車情報に従って、各営業所に割り
当てられていた車両Ｅｖ１～Ｅｖ４が入れ替えられることになる。このように、劣化傾向
Ａ１～Ａ４と劣化予測値Ｃ１～Ｃ４とに基づいて、各営業所に対して車両Ｅｖ１～Ｅｖ４
を新たに割り当てることにより、各車両Ｅｖ１～Ｅｖ４の劣化状態のバラツキを収束させ
ることが可能となる。
【００３３】
　続いて、次の車両入替時期(入替時期)を決定する際の手順について説明する。図３に示
すように、劣化推移予測部(劣化推移予測手段)４７には、劣化傾向演算部４４から各営業
所の劣化傾向Ａ１～Ａ４が入力され、劣化値演算部４３から各車両における直近の劣化値
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Ｂ１～Ｂ４が入力され、入替車両設定部４６からの配車情報(第１営業所に車両Ｅｖ４、
第２営業所に車両Ｅｖ３、第３営業所に車両Ｅｖ２、第４営業所に車両Ｅｖ１)が入力さ
れる。劣化推移予測部４７は、劣化傾向Ａ１～Ａ４と劣化値Ｂ１～Ｂ４と配車情報とに基
づいて、車両Ｅｖ１～Ｅｖ４を入れ替えてからリース期間満了までの劣化推移Ｄ１～Ｄ４
を演算する。なお、劣化推移Ｄ１は車両Ｅｖ１の劣化推移であり、劣化推移Ｄ２は車両Ｅ
ｖ２の劣化推移であり、劣化推移Ｄ３は車両Ｅｖ３の劣化推移であり、劣化推移Ｄ４は車
両Ｅｖ４の劣化推移である。この劣化推移Ｄ１～Ｄ４は、図４に二点鎖線で示すように、
車両Ｅｖ１～Ｅｖ４を入れ替えてからリース期間満了を迎えるまでの劣化値の予測推移を
示している。
【００３４】
　次いで、図３に示すように、劣化推移予測部４７からの劣化推移Ｄ１～Ｄ４は評価関数
演算部４８に入力され、評価関数演算部４８によって劣化推移Ｄ１～Ｄ４に基づき評価関
数Ｆが演算される。この評価関数Ｆは、以下の式(１)に示すように、各車両における劣化
推移Ｄ１～Ｄ４の分散(分散状態)Ｖと、リース開始からの経過期間Ｔの逆数とに基づく関
数である。また、評価関数Ｆを構成する分散Ｖには重み係数ｍが乗算されており、評価関
数Ｆを構成する経過期間Ｔの逆数には重み係数ｎが乗算されている。なお、劣化推移Ｄ１
～Ｄ４の分散状態を示すものとして分散Ｖを求めているが、劣化推移Ｄ１～Ｄ４の分散状
態を示すものとして標準偏差を求めても良い。
Ｆ＝ｍ・Ｖ＋ｎ・(１／Ｔ)　・・・(１)
【００３５】
　ここで、図４に示すように、評価関数Ｆの分散項(ｍ・Ｖ)は、劣化推移Ｄ１～Ｄ４が収
束したときに最小値を示している(符号α)。また、評価関数Ｆの逆数項(ｎ・(１／Ｔ))は
、入れ替え直後からリース期間満了時にかけて徐々に小さく演算されている。そして、入
替時期設定部(入替時期設定手段)４９は、分散項(ｍ・Ｖ)と逆数項(ｎ・(１／Ｔ))とを加
算した評価関数Ｆの最小値を求め(符号β)、評価関数Ｆが最小値をとる時期(図示する場
合には１５ヶ月)までを、新たな入替禁止期間として決定することになる。すなわち、図
示する場合には、新たな入替禁止期間を経過した１６ヶ月目が、入替時期設定部４９によ
って次の車両入替時期として設定されることになる。このように、評価関数Ｆに基づき決
定される新たな入替禁止期間は、アクセス制御部４１を介してデータ記憶部５１や時期判
定部４２に送信され、管理サーバ１３は次の入替判定に備えることになる。また、次の車
両入替時期情報は、入替時期設定部４９から出力部５０から通信網１２を介して各営業所
の情報端末１４に出力され、各営業所に次の車両入替時期として通知されることになる。
【００３６】
　なお、各車両における劣化状態のバラツキを常に抑制するためには、評価関数Ｆの分散
項(ｍ・Ｖ)が最小となる時期までを新たな入替禁止期間とすることが好ましい。しかしな
がら、評価関数Ｆの分散項(ｍ・Ｖ)だけを考えると、次の車両入替時期を早期に迎えるこ
とになり、車両の入替回数が増加することになる。そこで、評価関数Ｆに対し、リース期
間満了時までの残存期間を加味した逆数項(ｎ・(１／Ｔ))を組み入れることにより、評価
関数Ｆの最小値をリース期間満了側にずらして、車両の入替回数を抑制するようにしてい
る。しかも、逆数項(ｎ・(１／Ｔ))はリース期間満了時に近づくにつれて小さくなるため
、リース期間満了時に近づくにつれて分散項(ｍ・Ｖ)が重視されることになる。これによ
り、リース期間満了時には劣化状態のバラツキを抑制することが可能となっている。
【００３７】
　また、評価関数Ｆの分散項(ｍ・Ｖ)には重み係数ｍが用いられており、評価関数Ｆの逆
数項(ｎ・(１／Ｔ))には重み係数ｎが用いられている。このため、利用者の好みに応じて
重み係数ｍ，ｎを調整することにより、管理システム１０の特性を変化させることが可能
となっている。すなわち、重み係数ｍを増やして分散項(ｍ・Ｖ)を重視した場合には、劣
化状態のバラツキを常に抑制することが可能となる。一方、重み係数ｎを増やして逆数項
(ｎ・(１／Ｔ))を重視した場合には、車両の入替回数を減らすことが可能となる。
【００３８】
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　前述したように、第１回目の車両の入れ替えが実施されると、新たな入替禁止期間(１
５ヶ月)を経過するまで、車両から送信される車両情報がデータ記憶部５１に書き込まれ
るとともに、時期判定部４２によって新たな入替禁止期間を経過したか否かが判定される
。新たな入替禁止期間を経過したと判定された場合、つまり第２回目(１６ヶ月目)の車両
入替時期に達したと判定された場合には、前述した車両入替処理と同様に、データ記憶部
５１から所定期間分(直近の過去５ヶ月分)の車両情報が劣化値演算部４３に出力される。
そして、劣化値演算部４３は車両情報に基づいて判定期間毎(１ヶ月毎)の劣化値を演算す
る。なお、図７に示すように、現段階における配車状況としては、第１回目の車両入替に
よって、第１営業所に車両Ｅｖ４が割り当てられ、第２営業所に車両Ｅｖ３が割り当てら
れ、第３営業所に車両Ｅｖ２が割り当てられ、第４営業所に車両Ｅｖ１が割り当てられた
状態となっている。
【００３９】
　次いで、図５に実線で示すように、劣化傾向演算部４４によって、過去の車両情報から
各営業所における劣化傾向Ａ１～Ａ４が演算される。ここで、第１営業所の劣化傾向Ａ１
は車両Ｅｖ４の車両情報に基づき演算され、第２営業所の劣化傾向Ａ２は車両Ｅｖ３の車
両情報に基づき演算され、第３営業所の劣化傾向Ａ３は車両Ｅｖ２の車両情報に基づき演
算され、第４営業所の劣化傾向Ａ４は車両Ｅｖ１の車両情報に基づき演算される。このよ
うな劣化傾向Ａ１～Ａ４から、第１営業所は車両を劣化させ易い管理環境であり、第４営
業所は車両を劣化させ難い管理環境であることが判断される。なお、図５において、符号
Ｂ１は１５ヶ月目における車両Ｅｖ１の劣化値を示し、符号Ｂ２は１５ヶ月目における車
両Ｅｖ２の劣化値を示し、符号Ｂ３は１５ヶ月目における車両Ｅｖ３の劣化値を示し、符
号Ｂ４は１５ヶ月目における車両Ｅｖ４の劣化値を示している。
【００４０】
　続いて、図５に一点鎖線で示すように、最終劣化値予測部４５によって、各営業所の劣
化傾向Ａ１～Ａ４と、各車両の直近の劣化値Ｂ１～Ｂ４とに基づき、車両を入れ替えなか
った場合のリース期間満了時(３６ヶ月目)における劣化予測値Ｃ１～Ｃ４が演算される。
これらの劣化予測値Ｃ１～Ｃ４から、車両を入れ替えなかった場合における各車両の劣化
順位が予測される。図示する場合には、第１営業所に割り当て続けられた車両Ｅｖ４が最
も劣化し、第４営業所に割り当て続けられた車両Ｅｖ１が最も劣化しないことが判断され
る。
【００４１】
　次いで、入替車両設定部４６によって、最も劣化し難い劣化傾向Ａ４の第４営業所から
最も劣化し易い劣化傾向Ａ１の第１営業所にかけて、大きな劣化予測値Ｃ４の車両Ｅｖ４
から小さな劣化予測値Ｃ１の車両Ｅｖ１が順番に割り当てられる。すなわち、第１営業所
には車両Ｅｖ１が新たに割り当てられ、第２営業所には車両Ｅｖ２が新たに割り当てられ
、第３営業所には車両Ｅｖ３が新たに割り当てられ、第４営業所には車両Ｅｖ４が新たに
割り当てられる。そして、入替車両設定部４６からの配車情報に従って、各営業所に割り
当てられていた車両Ｅｖ１～Ｅｖ４が入れ替えられることになる。
【００４２】
　続いて、新たな入替禁止期間を決定するため、劣化推移予測部４７は、劣化傾向Ａ１～
Ａ４と劣化値Ｂ１～Ｂ４と配車情報(第１営業所に車両Ｅｖ１、第２営業所に車両Ｅｖ２
、第３営業所に車両Ｅｖ３、第４営業所に車両Ｅｖ４)とに基づいて、車両Ｅｖ１～Ｅｖ
４を入れ替えてからリース期間満了までの劣化推移Ｄ１～Ｄ４を演算する。次いで、評価
関数演算部４８によって劣化推移Ｄ１～Ｄ４に基づき評価関数Ｆが演算される。そして、
入替時期設定部４９によって評価関数Ｆの最小値が求められ(符号β)、評価関数Ｆが最小
となる時期(図示する場合には２８ヶ月)までを、新たな入替禁止期間として決定すること
になる。
【００４３】
　前述したように、第２回目の車両の入れ替えが実施されると、新たな入替禁止期間(２
８ヶ月)を経過するまで、車両から送信される車両情報がデータ記憶部５１に書き込まれ
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るとともに、時期判定部４２によって新たな入替禁止期間を経過したか否かが判定される
。新たな入替禁止期間を経過したと判定された場合、つまり第３回目(２９ヶ月目)の車両
入替時期に達したと判定された場合には、前述した車両入替処理と同様に、データ記憶部
５１から所定期間分(直近の過去５ヶ月分)の車両情報が劣化値演算部４３に出力される。
そして、劣化値演算部４３は車両情報に基づいて判定期間毎(１ヶ月毎)の劣化値を演算す
る。なお、図７に示すように、現段階における配車状況としては、第２回目の車両入替に
よって、第１営業所に車両Ｅｖ１が割り当てられ、第２営業所に車両Ｅｖ２が割り当てら
れ、第３営業所に車両Ｅｖ３が割り当てられ、第４営業所に車両Ｅｖ４が割り当てられた
状態となっている。
【００４４】
　次いで、図６に実線で示すように、劣化傾向演算部４４によって、過去の車両情報から
各営業所における劣化傾向Ａ１～Ａ４が演算される。ここで、第１営業所の劣化傾向Ａ１
は車両Ｅｖ１の車両情報に基づき演算され、第２営業所の劣化傾向Ａ２は車両Ｅｖ２の車
両情報に基づき演算され、第３営業所の劣化傾向Ａ３は車両Ｅｖ３の車両情報に基づき演
算され、第４営業所の劣化傾向Ａ４は車両Ｅｖ４の車両情報に基づき演算される。このよ
うな劣化傾向Ａ１～Ａ４から、第１営業所は車両を劣化させ易い管理環境であり、第４営
業所は車両を劣化させ難い管理環境であることが判断される。なお、図６において、符号
Ｂ１は２８ヶ月目における車両Ｅｖ１の劣化値を示し、符号Ｂ２は２８ヶ月目における車
両Ｅｖ２の劣化値を示し、符号Ｂ３は２８ヶ月目における車両Ｅｖ３の劣化値を示し、符
号Ｂ４は２８ヶ月目における車両Ｅｖ４の劣化値を示している。
【００４５】
　続いて、図６に一点鎖線で示すように、最終劣化値予測部４５によって、各営業所の劣
化傾向Ａ１～Ａ４と、各車両の直近の劣化値Ｂ１～Ｂ４とに基づき、車両を入れ替えなか
った場合のリース期間満了時(３６ヶ月目)における劣化予測値Ｃ１～Ｃ４が演算される。
これらの劣化予測値Ｃ１～Ｃ４から、車両を入れ替えなかった場合における各車両の劣化
順位が予測される。図示する場合には、第１営業所に割り当て続けられた車両Ｅｖ１が最
も劣化し、第４営業所に割り当て続けられた車両Ｅｖ４が最も劣化しないことが判断され
る。
【００４６】
　次いで、入替車両設定部４６によって、最も劣化し難い劣化傾向Ａ４の第４営業所から
最も劣化し易い劣化傾向Ａ１の第１営業所にかけて、大きな劣化予測値Ｃ１の車両Ｅｖ１
から小さな劣化予測値Ｃ４の車両Ｅｖ４が順番に割り当てられる。すなわち、第１営業所
には車両Ｅｖ４が新たに割り当てられ、第２営業所には車両Ｅｖ３が新たに割り当てられ
、第３営業所には車両Ｅｖ２が新たに割り当てられ、第４営業所には車両Ｅｖ１が新たに
割り当てられることになる。そして、入替車両設定部４６からの配車情報に従って、各営
業所に割り当てられていた車両Ｅｖ１～Ｅｖ４が入れ替えられることになる。
【００４７】
　続いて、新たな入替禁止期間を決定するため、劣化推移予測部４７は、劣化傾向Ａ１～
Ａ４と劣化値Ｂ１～Ｂ４と配車情報(第１営業所に車両Ｅｖ４、第２営業所に車両Ｅｖ３
、第３営業所に車両Ｅｖ２、第４営業所に車両Ｅｖ１)とに基づいて、車両Ｅｖ１～Ｅｖ
４を入れ替えてからリース期間満了までの劣化推移Ｄ１～Ｄ４を演算する。次いで、評価
関数演算部４８によって劣化推移Ｄ１～Ｄ４に基づき評価関数Ｆが演算される。そして、
入替時期設定部４９によって評価関数Ｆの最小値が求められる(符号β)。この場合には、
評価関数Ｆが最小となる時期がリース期間満了時期と同じ３６ヶ月目であることから、新
たな入替禁止期間の設定は行わずに車両入替処理が完了することになる。
【００４８】
　以下、これまで説明した車両入替処理をフローチャートに沿って説明する。図８は車両
入替手順の一例を示すフローチャートである。図８に示すように、ステップＳ１ではリー
ス開始からの経過期間Ｔが読み込まれ、続くステップＳ２では経過期間Ｔが入替禁止期間
(初期条件：リース開始から５ヶ月)を経過しているか否かが判定される。ステップＳ２に
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おいて、経過期間Ｔが入替禁止期間を経過していると判定された場合、つまり車両入替時
期に達していると判定された場合には、ステップＳ３に進み、各車両から送信される車両
情報が読み込まれる。続いて、ステップＳ４では、車両情報に基づき各車両の劣化値が演
算された後に、これら劣化値に基づいて各営業所の劣化傾向Ａ１～Ａ４が演算される。続
くステップＳ５では、各営業所の劣化傾向Ａ１～Ａ４に基づいて、車両毎にリース期間満
了時の劣化予測値Ｃ１～Ｃ４が演算される。そして、ステップＳ６では、劣化傾向Ａ１～
Ａ４と劣化予測値Ｃ１～Ｃ４とに基づいて、各営業所に対して割り当てられていた車両の
入れ替えが決定される。
【００４９】
　次いで、ステップＳ７では、車両入替後からリース期間満了までの劣化推移Ｄ１～Ｄ４
が演算され、ステップＳ８では、劣化推移Ｄ１～Ｄ４に基づいて車両入替後からリース期
間満了までの評価関数Ｆが演算される。続いてステップＳ９では、評価関数Ｆが最小とな
る月数までを新たな入替禁止期間として設定し、ステップＳ１０では入替禁止期間がリー
ス期間満了時期に到達しているか否かが判定される。ステップＳ１０において、新たに設
定された入替禁止期間がリース期間満了時期に達していないと判定された場合には、再び
ステップＳ１から車両入替処理を実行することになる。一方、入替禁止期間がリース期間
満了時期に達していると判定された場合には、新たな車両入替処理を実行することなくル
ーチンを抜けることになる。
【００５０】
　これまで説明したように、各営業所の劣化傾向Ａ１～Ａ４と各車両の劣化予測値Ｃ１～
Ｃ４とに基づいて、各営業所に割り当てられる車両Ｅｖ１～Ｅｖ４を入れ替えることによ
り、リース期間満了時における各車両Ｅｖ１～Ｅｖ４の劣化状態のバラツキを収束させる
ことが可能となる。すなわち、図４に符号Ｓ１で示すように、車両Ｅｖ１～Ｅｖ４を入れ
替えずにリース期間が満了した場合には、車両Ｅｖ１～Ｅｖ４間の劣化状態に大きなバラ
ツキが発生することになる。これに対し、劣化傾向Ａ１～Ａ４と劣化予測値Ｃ１～Ｃ４と
に基づいて車両Ｅｖ１～Ｅｖ４を入れ替えた場合には、図６に符号Ｓ２で示すように、車
両Ｅｖ１～Ｅｖ４間の劣化状態のバラツキを収束させることが可能となる。このように、
劣化状態のバラツキを抑制するように各車両を入れ替えることにより、特定の車両を酷使
するのではなく全車両を効率良く使用することが可能となる。
【００５１】
　また、車両入替後の劣化推移Ｄ１～Ｄ４に基づいて、劣化推移Ｄ１～Ｄ４の分散状態を
評価する評価関数Ｆを演算し、この評価関数Ｆを用いて新たな入替禁止期間を設定するよ
うにしたので、劣化状態の大きなバラツキを招くことなく車両を入れ替えることが可能と
なる。さらに、劣化推移Ｄ１～Ｄ４の分散状態だけでなく、経過期間Ｔの逆数に基づき評
価関数Ｆを演算するようにしたので、リース期間満了時までの残存期間を加味して、次の
車両入替時期を設定することが可能となる。すなわち、劣化推移Ｄ１～Ｄ４の分散状態だ
けを考慮すると、劣化状態のバラツキを常に抑制することが可能であるが、次の車両入替
時期を早期に迎えて車両の入替回数を増加させる要因となる。そこで、経過期間Ｔの逆数
を用いて新たな入替禁止期間を設定することにより、リース期間の序盤においては車両の
入替回数を抑制することが可能となる一方、リース期間の終盤においては劣化状態のバラ
ツキに応じて適切に車両を入れ替えることが可能となる。これにより、リース期間満了時
における劣化状態に大きなバラツキを招くことなく、車両の入替回数を削減することが可
能となる。
【００５２】
　なお、入替時期設定部４９は、経過期間Ｔの逆数を用いて新たな入替禁止期間を設定す
ることにより、リース期間満了時までの残存期間を加味して次の車両入替時期を設定して
いるが、これに限られることはなく、他の方法によって次の車両入替時期を設定しても良
い。例えば、リース期間満了時までの残存期間を直接用いて新たな入替禁止期間を設定し
ても良い。この場合には、残存期間が長いときには評価関数Ｆを大きく増加させる一方、
残存期間が短いときには評価関数Ｆを小さく増加させることにより、前述した効果と同様
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の効果を得ることが可能となる。
【００５３】
　さらに、前述したように、評価関数Ｆは、劣化推移Ｄ１～Ｄ４の分散Ｖに基づく分散項
(ｍ・Ｖ)と、経過期間Ｔの逆数に基づく逆数項(ｎ・(１／Ｔ))とを加算して求められてい
る。そして、分散項(ｍ・Ｖ)には重み係数ｍが用いられており、逆数項(ｎ・(１／Ｔ))に
は重み係数ｎが用いられることから、重み係数ｍ，ｎを調整して管理システム１０の特性
を変化させることが可能となっている。すなわち、重み係数ｍを増やして分散項(ｍ・Ｖ)
を重視した場合には、劣化状態のバラツキを常に抑制することが可能となる。一方、重み
係数ｎを増やして逆数項(ｎ・(１／Ｔ))を重視した場合には、車両Ｅｖの入替回数を減ら
すことが可能となる。
【００５４】
　ここで、図９～図１１は車両入替処理のシミュレーション結果を示す説明図である。図
９には重み係数ｍ：ｎを５００：１に設定したときのシミュレーション結果が示され、図
１０には重み係数ｍ：ｎを１００：１に設定したときのシミュレーション結果が示され、
図１１には重み係数ｍ：ｎを１０：１に設定したときのシミュレーション結果が示されて
いる。すなわち、図９～図１１にかけて入替回数が少なくなるように重み係数ｍ，ｎが設
定されている。また、シミュレーション条件としては、営業所は４箇所、各営業所に貸し
出される車両は１台、車両のリース期間は３６ヶ月、初期の入替禁止期間はリース開始か
ら５ヶ月、車両の入替判定は１ヶ月毎、入替対象車両は全４台である。なお、図９～図１
１の劣化線図には、各営業所における劣化傾向が一点鎖線で示され、各車両の劣化値が実
線で示されている。
【００５５】
　まず、図９に示すように、重み係数ｍ：ｎを５００：１に設定したときは、営業所間に
おける車両の入替回数は７回であり、リース期間満了時における劣化状態のバラツキ量は
Ｓａである。また、図１０に示すように、重み係数ｍ：ｎを１００：１に設定したときは
、営業所間における車両の入替回数は３回であり、リース期間満了時における劣化状態の
バラツキ量はＳａよりも大きいＳｂである。また、図１１に示すように、重み係数ｍ：ｎ
を１０：１に設定したときは、営業所間における車両の入替回数は２回であり、リース期
間満了時における劣化状態のバラツキ量はＳｂよりも大きいＳｃである。
【００５６】
　このように、重み係数ｍの比率を下げた場合には、逆数項(ｎ・(１／Ｔ))を重視するこ
とになるため、車両の入替回数を減らすことが可能となる。一方、重み係数ｍの比率を上
げた場合には、分散項(ｍ・Ｖ)を重視することになるため、劣化状態のバラツキを抑制す
ることが可能となる。したがって、重み係数ｍ，ｎを調整することにより、利用者の好み
に応じた特性に管理システム１０を合わせることが可能となる。
【００５７】
　なお、全リース期間に渡って重み係数ｍ，ｎの比率を固定するのではなく、経過期間や
残存期間に応じて重み係数ｍ，ｎの比率を変化させても良い。例えば、リース期間をＴｍ
ａｘとし、経過期間をＴとしたときに、重み係数ｎに対して時期係数((Ｔｍａｘ－Ｔ)／
Ｔｍａｘ)を乗算しても良い。このような時期係数を乗算することにより、リース期間の
序盤においては重み係数ｎを大きくすることができる一方、リース期間の終盤においては
重み係数ｎを小さくすることができる。これにより、リース期間満了時における劣化状態
に大きなバラツキを招くことなく、車両の入替回数を削減することが可能となる。
【００５８】
　また、前述の説明では、全ての車両を入替対象車両としているが、これに限られること
はなく、劣化予測値の最も大きな車両と、劣化予測値の最も小さな車両との２台を、入替
対象車両に設定しても良い。この場合には、最も劣化し難い管理環境の営業所に対し、劣
化予測値の最も大きな車両が割り当てられる一方、最も劣化し易い管理環境の営業所に対
し、劣化予測値の最も小さな車両が割り当てられる。そして、劣化予測値が２番目に大き
い車両や、劣化予測値が２番目に小さい車両については、入れ替えを行わずに配車状況を
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維持することになる。このため、劣化予測値の最も大きな車両と劣化予測値の最も小さな
車両との２台を、入替対象車両に設定した場合には、各営業所における入替作業の負担を
軽減することが可能となる。
【００５９】
　本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々
変更可能であることはいうまでもない。たとえば、前述の説明では、営業所間で車両を入
れ替えるようにしているが、１つの営業所に対して複数の車両が貸し出される場合には、
営業所間だけでなく同じ営業所内で車両を入れ替えるようにしても良い。すなわち、１つ
の営業所内であっても、担当者毎に車両が割り当てられている場合には、担当者毎に劣化
傾向の異なる管理環境となることから、担当者間で車両を入れ替えることにより、リース
期間満了時期における劣化状態のバラツキを抑制することが可能である。
【００６０】
　また、前述の説明では、営業所間や同じ営業所内で車両を入れ替えるようにしているが
、これに限られることはなく、車両に対して脱着可能に搭載された高電圧バッテリ２５を
電動車両間で入れ替えるようにしても良い。この場合には、バッテリ電圧、バッテリ電流
、バッテリ温度等の使用情報に基づいて、各営業所や各担当者における高電圧バッテリ２
５の劣化傾向が演算される。そして、リース期間満了時における各高電圧バッテリ２５の
劣化予測値が演算され、劣化傾向と劣化予測値とに基づいて高電圧バッテリ２５の入れ替
えが判定されることになる。また、高電圧バッテリ２５を入れ替える場合であっても、劣
化推移や経過期間に基づいて評価関数Ｆを演算し、この評価関数Ｆに基づいて次の入替時
期を設定することはいうまでもない。このように、電動車両間で高電圧バッテリ２５を入
れ替えることにより、前述した効果と同様の効果を得ることが可能となる。なお、蓄電デ
バイスとしては、リチウムイオンバッテリ等の高電圧バッテリ２５に限られることはなく
、リチウムイオンキャパシタや電気二重層キャパシタ等のキャパシタであっても良いこと
はいうまでもない。
【００６１】
　また、前述の説明では、リース期間(３６ヶ月)や判定期間(１ヶ月毎)等を具体的に示し
ているが、これらに限られることはなく、各期間の長さについては状況に応じて適宜設定
しても良いことはいうまでもない。また、前述の説明では、所定期間(例えば、直近の５
ヶ月分)の劣化値に基づいて各営業所の劣化傾向を演算しているが、これに限られること
はなく、リース開始時からの全劣化値に基づいて各営業所の劣化傾向を演算しても良い。
さらに、各営業所の劣化傾向を演算する際に、経過期間に応じて劣化値に重み付けを行う
ようにしても良い。例えば、古い劣化値については重み付けを軽くする一方、新しい劣化
値については重み付けを重くすることにより、営業所での利用状況が大きく変化した場合
であっても適切に劣化傾向を演算することが可能となる。
【００６２】
　また、前述の説明では、管理システム１０をカーリース業に適用しているが、これに限
られることはなく、複数の車両を取り扱うカーシェアリング業、レンタカー業、運送業等
に対して、本発明の管理システム１０を有効に適用することが可能である。例えば、カー
シェアリング業においては、特定の設置箇所に留め置きされた車両が複数の利用者によっ
て利用されることになるが、管理環境の異なる複数の設置箇所に車両が留め置きされてい
る場合には、設置箇所間で車両を入れ替えることにより、所定の管理目標時期に向けて劣
化状態の均一化を図るようにしても良い。また、レンタカー業や運送業等においても、各
営業所間や同じ営業所内で車両を入れ替えるようにしても良い。
【００６３】
　また、前述の説明では、管理システム１０の管理対象として電動車両Ｅｖを挙げている
が、電動車両Ｅｖに限られることはなく、動力源としてエンジンを搭載した車両であって
も良く、動力源としてエンジンおよび電動モータを搭載したハイブリッド車両であっても
良い。これらの車両であっても、走行距離、走行時間、エンジン回転数等を車両情報とし
て利用することにより、リース期間満了時等の管理目標時期における劣化状態の均一化を
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図ることが可能となる。
【符号の説明】
【００６４】
１０　　管理システム
２５　　高電圧バッテリ(蓄電デバイス)
４４　　劣化傾向演算部(劣化傾向演算手段)
４５　　最終劣化値予測部(予測値演算手段)
４６　　入替車両設定部(入替判定手段)
４７　　劣化推移予測部(劣化推移予測手段)
４９　　入替時期設定部(入替時期設定手段)
Ｅｖ，Ｅｖ１～Ｅｖ４　　電動車両(車両)
Ａ１～Ａ４　　劣化傾向
Ｃ１～Ｃ４　　劣化予測値
Ｄ１～Ｄ４　　劣化推移
Ｖ　　分散(分散状態)
ｍ，ｎ　　重み係数

【図１】 【図２】
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